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1.1 計画策定の背景

 国では、平成26年 4月に策定した「エネルギー基本計画」において、水素社会形成へ

の取組を加速することとしており、具体的な取組、工程を示した「水素・燃料電池戦略ロー

ドマップ」（平成26年 6月 23日策定、平成28年 3月 22日改訂）を策定し、水素社会

実現に向けた対応の方向性、具体的な目標等について取りまとめています。 

 北海道では、平成 28 年 1 月に策定した「北海道水素社会実現戦略ビジョン」において、

低炭素社会の構築に向け、中長期的な視点から北海道における水素の利活用のあり方を示し

ました。また、平成28年 7月には、具体的な取組を着実に推進するため、「水素サプライ

チェーン構築ロードマップ」を策定し、再生可能エネルギーにより製造される水素の利活用

などを進めることとしております。 

道内において水素社会を形成していくためには、道のビジョンに基づき、道内市町村も連

携して取組を進めていく必要があり、エネルギー大消費地である札幌においては、率先して

水素需要を創出し、増大させていくことが必要となりますが、その有効な手段のひとつが、

4大都市圏では普及が始まっている燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle：以下、「ＦＣＶ」

という。）です。 

札幌市では、平成27年３月に札幌市温暖化対策推進計画を策定し、札幌市全体のCO２

排出量約1,300万トンのうち約20％を占めている運輸部門の対策として、補助制度等の

運用による次世代自動車の導入促進や、運転解析機器の貸出し等によるエコドライブ活動の

支援とともに、ＦＣＶの普及に向けた取組をリーディングプロジェクトとして位置づけ、先

導的・重点的に展開していくこととしています。 

ハイブリッド自動車や電気自動車等の次世代自動車については、購入補助により導入を促

進しているところですが、札幌市内には燃料補給に必要な水素ステーションが整備されてお

らず、ＦＣＶも一般には導入されていないことから、札幌市が具体的な目標や支援内容を掲

げ、国や他自治体、企業等と連携して、整備を促進する必要があります。 

このような背景を踏まえ、札幌市では、将来的な水素社会の形成へ向けてＦＣＶの普及を

道内で先導的に進めるため、本計画を策定いたします。 

1．計画策定の背景・目的 

1



1.2 計画の目的と位置づけ

 本計画は、水素エネルギーに対する市民等の理解促進を図るとともに、早期の水素ステー

ションの導入、ＦＣＶの普及を促進することで、道内の水素需要を札幌から創出し、拡大す

ることを目的として策定するものです。 

 本計画は、国が目指している「トータルでCO２フリーの水素社会」という将来の姿につ

なげていきます。 

図 1.2-1 本計画の推進による展開イメージ 

・トータルでCO２フリーの水素社会 

・市内、道内での再エネ水素※等の供給、利用 

札幌でのＦＣＶ普及 

2030 年度 3,000 台の普及目標（後述） 

水素ステーションの整備 

2030 年度 4箇所以上の整備目標（後述） 

・道央圏、道内市町村
でのＦＣＶ普及、水素
ステーションの整備 
・水素需要（製造量）
の増大、再エネ水素の
導入 

・道内のＦＣＶ普及、 
水素ステーションの整備 

・水素需要（製造量）のさら
なる増大、価格低下 
・再エネ水素の本格普及 
・大規模水素利用設備の普及 

札幌市燃料電池自動車普及促進計画

204020302020

水素需要 

開拓期 

水素需要 

普及期 

水素需要 

拡大期 

※）再生可能エネルギー由来の電気で製造する水素 
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また、本計画の策定に当たっては、国や道の計画に加え、本市の最上位計画であるまちづ

くり戦略ビジョン、アクションプラン2015、その他の札幌市の関連計画とも整合を図っ

たものとします。 

図 1.2-2 本計画の位置づけ 

1.3 計画期間

 本計画の計画期間は、国、道の計画等、札幌市の他計画の計画期間、本計画との関連性を

踏まえ、2017年度（平成29年度）から2030年度（平成42年度）までとします。 

表 1.3-1 国、道、札幌市の計画等の計画期間 

計画等 計画期間 

水素・燃料電池戦略ロードマップ（国） 
ＦＣＶの目標は 2025 年（平成 37

年）、2030年（平成42年） 

水素サプライチェーン構築ロードマップ（北海道）
ＦＣＶの目指す水準は 2030 年（平成

42年） 

札幌市温暖化対策推進計画 計画期間は2030年（平成42年） 

札幌市まちづくり戦略ビジョン
（札幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置付けら

れる「総合計画」） 

＜国＞ 
・エネルギー基本計画 
・水素・燃料電池戦略ロードマップ 

＜北海道＞ 
・北海道水素社会実現戦略ビジョン 
・水素サプライチェーン構築ロード
マップ

＜札幌市＞ 

札幌市燃料電池自動車普及促進計画 

アクションプラン 2015
（札幌市まちづくり戦略ビジョンを実現するための中期

実施計画） 

札幌市 
温暖化対策推進計画 

札幌市環境基本計画 
（H29 年度改定予定） ・国のエネルギー基本計画等の施策

を基本とし、北海道の水素社会形
成への取組、行程表を示す。 ・普及促進計画策定、

ＦＣＶ公用車導入、
購入補助、水素ステ

ーション補助実施を
位置づけ 

＜他機関等の計画との関連＞ ＜札幌市の計画との関連＞ 

・国、道の計画や札幌市の他計画との整合を図り

ながらFCVの普及を促進する計画 

・運輸部門の温暖化対策とし
て、ＦＣＶの普及に向けた取

組の拡大検討をリーディング
プロジェクトに位置付け 

第２次札幌市都市計画
マスタープラン 

札幌市 
産業振興ビジョン 

・
・
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1.4 燃料電池自動車を普及する意義

1.4.1 温暖化対策 

(1) 温暖化対策としての水素

ＦＣＶの燃料となる水素はエネルギー効率が高く省エネルギーにも寄与するものです。 

現状では、石油や天然ガス等の化石燃料からの製造が主ですが、再生可能エネルギー

からの製造やCCS※１を組み合わせた水素製造等により、燃料の製造から利用まで運輸

部門におけるCO２削減の切り札として期待されるものです。 

そのため、ＦＣＶの普及とともに水素利用が進むことで、ＣＯ２削減、省エネが促進

されることになります。 

図 1.4-1 ガソリン車等と燃料電池自動車のWell to Wheel におけるCO２排出量比較 
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（塩電解） 

ナフサ改質＋CCS 

（オフサイト） 

風力・太陽光 

水電解 

・出典：財団法人 日本自動車研究所「総合効率と GHG 排出の分析」（平成 23 年 3 月）

より作成。 

・Well to Wheel：燃料の製造から利用段階までの範囲を指す。燃料電池自動車の場合、

CO2排出量は水素の製造方法により異なる。 

※1）CCS：Carbon dioxide Capture and Storage の略であり、二酸化炭素（CO２）の回収、貯留を意味して
いる。水素の製造過程で生成する CO２を大気に放出する前に分離・回収して貯蔵するプロセスを経る
ことによって、CO２フリーの水素を製造する試みが活発化している。 

※2）ナフサ：原油の蒸留によって得られるほぼガソリンと同じ沸点範囲 (30～200℃) をもつ軽質留分 
※3）改質：炭化水素の組成・性質を変化させること。水素製造として、バイオガスや化石燃料に水蒸気を反応さ

せる方法がある。
※4）副生水素：主に苛性ソーダ工場や製鉄所、製油所の製造過程などから副産物として発生する水素
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(2) 再生可能エネルギー出力変動対応としての水素

太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーは、温暖化対策として、札幌市におい

ても普及を図っているところですが、日射量や風力等の気象条件によって発電量が増減

します。さらなる普及促進を図るには、気象条件が良いときに蓄えた余剰電力で、気象

条件が悪いときの発電量を補うなど、出力変動を制御する技術が必要不可欠です。 

余剰電力を用いた水素の製造、貯蔵を進めることは、FCV等への利用と同時に、こ

れらの変動を吸収する手段としても有望であり、さらなる再生可能エネルギーの普及に

寄与することができます。 

図 1.4-2 再生可能エネルギーの水素による出力変動対応イメージ図  

1.4.2 災害時等の電力供給 

 ＦＣＶは燃料となる水素と酸素との化学反応により発電して走行する自動車です。 

 そのため、その発電した電力を活用して、災害時等、電力網が活用できなくなった場合

の非常用電源としての活用も可能で、一般家庭の約９日分の電力供給が行えます。 

 札幌市の地域防災計画地震災害対策

編（平成27年３月修正）の地震被害

想定（月寒断層）においては、電力復

旧に要する想定日数を、夏５日、冬６

日としていますが、ＦＣＶの場合には

停電時にも対応可能なものとなります。    

図 1.4-3 に示す事例のように、避

難場所としての体育館での電源供給時

間はＥＶよりもＦＣＶが長い結果が得

られています。 
出典：「水素・燃料電池について」（平成25年10月総合資源エネル

ギー調査会基本政策分科会第8回会合資料2-2） 

図 1.4-3 外部電源供給ポテンシャルの比較

発
電
量

余剰電力 

時間

電解装置※

Ｈ２

燃料電池 

燃料電池で発
電し、再度電気

として利用

ＦＣＶ燃料として利用 

その他の用途 

必要電力量

貯蔵 

※）電解装置：水（電解質水溶液）に＋極と 極を入れ、電流を流し、＋極に酸素、 極に水素が発生させる装置
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1.4.3 地域経済の活性化 

水素、燃料電池関連産業は、国内メーカーに技術優位性があることから、有望な市場

であり、ＦＣＶが普及することで、2050年には、燃料電池自動車の市場は約2兆円と

なるほか、水素関連産業の市場は、約8兆円と推定されています。 

図 1.4-4 国のロードマップの水素関連産業市場規模予測グラフ 

水素の製造・貯蔵技術は再生可能エネルギーの普及に寄与するものであり、全国でも

トップクラスの再生可能エネルギーのポテンシャルを有している北海道においては水素

関連産業の研究・開発施設などの集積が進むことが期待されます。 

実際、道内の自治体においては、風力やバイオガス※１、小水力から発電※2した電力を

活用した水素製造・利用の実証試験が実施されており、エネルギーの地産地消を基本と

した検討が進められているところです。 

これを更に一歩進め、再生可能エネルギー供給事業者が電力の大消費地である札幌等

の都市部に販路を拡大し、事業化に至れば、再生可能エネルギー自体の普及も一層進む

ものと考えられます。 

こうした水素関連産業の進展は、札幌市における環境エネルギー産業の発展にも寄与

するものと期待されます。 

加えて、エネルギー消費を市内、道内で行うことで、これまで海外、道外へ流出して

いた市民等のエネルギー費用も市内、道内で循環することになり、地域経済の活性化へ

と繋がるものとなります。 

※1）バイオガス：家畜ふん尿や生ごみ等のバイオマス（有機物）を嫌気性（メタン）発酵させることにより得ら
れるガス。メタンや二酸化炭素などの混合物で、天然ガスとほぼ同じ使い方が可能 

※2）小水力発電：水力発電のうち、出力 1,000kW以下の比較的小規模な発電設備
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1.4.4 エネルギー供給の安定化、多様化 

水素は、図1.4-5に示すように

化石燃料やバイオマス※１等の様々な

原料からの製造が可能であり、また、

再生可能エネルギーの電力による水

電解等、製造方法も多種多様なもの

です。そのため、水素は、エネルギ

ー供給の多様化、安定化（エネルギ

ーセキュリティー）向上の手段とし

ての期待が大きいものです。 

ＦＣＶを普及させることで、水素

の利用が促進され、エネルギー供給

の安定化、多様化へと繋げることが

できます。 

札幌市では、冬季オリンピック・パラリンピックの招致活動を行うにあたり、「環境に

も配慮した持続可能な大会の実現」を基本理念に掲げています。 

世界の注目度が高まるオリンピック・パラリンピックにおいて、大会運営車両へのＦ

ＣＶの導入など水素エネルギーの活用をより一層進め、国内外に発信することで、札幌

だけでなく、道内、さらには国内外における水素エネルギー普及加速への寄与を図りま

す。 

出典：NEDO 技術戦略研究センター(2015) 

 図 1.4-5 水素製造のエネルギー源

－札幌オリンピック・パラリンピックを契機とした水素エネルギー普及の加速－

※2

※3

※1）バイオマス：再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。主な活用方法としては、農業分野
における飼肥料のほか、燃焼による発電、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化など
のエネルギー利用もある。 

※2）ＩＳ：ヨウ素と硫黄の化合物を用いて、複数の化学反応を組み合わせ、900℃の熱で水素を製造する。 
※3）人工光合成：太陽エネルギーを用いて、水や二酸化炭素等の低エネルギー物質を、水素や有機化合物等の高

エネルギー物質に変換する技術
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2.1 燃料電池自動車について

2.1.1 燃料電池自動車の構造と特徴 

FCVは、次世代自動車の一種であり、水素と酸素の化学反応を利用する燃料電池によ

って発電した電気でモーターを回して走る自動車です。ガソリン車が、ガソリンスタンド

で燃料であるガソリンを補給するように、FCVは水素ステーションで燃料となる水素を

補給します。 

出典：一般社団法人水素供給利用技術協会（HySUT）Ｗebサイト（http://hysut.or.jp）より 

図２.1-1 燃料電池自動車（FCV）の構造 

表２.1-1 FCV（燃料電池自動車）の特徴 

特 徴 

ⅰ 有害なガスが排出されない 
走行時に排出されるのは水または水蒸気です（3kmの走行でコップ約１杯程度）。大気汚染の原

因となる窒素酸化物（NOx）や硫黄酸化物（SOx）などの物質は排出されません。 

ⅱ エネルギー効率が高い 
ガソリン自動車（15～20%）と比較して、2倍程度（30%以上）を実現しています。 

ⅲ 騒音が少ない 
燃料電池は化学反応によって発電しモーターを駆動するため、ガソリン自動車等と比べて騒音が低減

できます。 

ⅳ 充電が不要 
長時間充電が必要な電気自動車と違い、ガソリン自動車と同等時間の燃料充填が可能です。 

ⅴ 非常時の電源として利用可能 
発電された電力は外部供給器などを通して、通常電源（AC100V）として利用可能であり、災害など

の非常時に電力供給が可能です。

２．燃料電池自動車を取り巻く環境 
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2.1.2 その他の次世代自動車

FCVは次世代自動車に含まれるものですが、同じ種類として以下の自動車が実用化さ

れています。 

(1) ハイブリッド自動車

ハイブリッド自動車は、エンジ

ンと電気モーターの２つの動力で

走ることができます。 

小型・必要最小限のエンジンを

搭載し、動力の一部をモーターで

代替もしくは補助して走行します。

合わせて、減速・制動時のエネル

ギーで発電し、蓄電池に蓄えて再

利用することで低燃費と低排出ガ

スを実現しています。 

(２) 電気自動車

電気自動車は蓄電池に蓄えた電

気でモーターを動かして走る自動

車です。 

エンジンを搭載した自動車と比

べて構造が簡単で、自動車自体の

小型化も比較的容易です。１回の

充電で走れる距離が通常の自動車

より短いという難点もありますが、

自動車からの排出ガスは一切なく、

走行騒音も大幅に減少します。 

(３) プラグインハイブリッド自動車

プラグインハイブリッド自動車

は、ハイブリッド自動車の機能に、

家庭用電源などの電気を車両側の

蓄電池へ充電する機能を加えたも

ので、電気自動車としての走行割

合を増加させることができる自動

車です。 

エンジン

ガソリン

蓄電池
コントローラー

モーター／発電機 

ハイブリッド自動車（HV）の構造 

蓄電池

コントローラー

モーター 

電気自動車（EV）の構造 

充電器 

エンジン

ガソリン

蓄電池コントローラー

モーター／発電機 

プラグインハイブリッド自動車（PHV）の構造 

充電器
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2.２ 水素ステーションについて

2.2.1 水素ステーションの種類

水素ステーションの種類は大別して、定置式と移動式があります。さらに定置式には、そ

の場で水素を製造するオンサイト型と、水素製造工場などから水素を持ってくるオフサイト

型に分けられます。表２.2-1にそれらの特徴をまとめました。 

表２.2-1 水素ステーションの種類と特徴 

設置方式別 機能別 特 徴 

定置式 

オンサイト型 
都市ガスなどから、敷地内で水素を製造・

供給する方式です。 

オフサイト型 
工場等で製造された水素を運搬し、供給す

る方式です。 

移動式 

大型車両に水素供給設備を搭載して移動できるものです。設備

費用等が定置式より少なくすむことや、１台で複数個所での供

給が行えることから、将来的な定置式ステーションの普及に向

け、主にFCV導入初期で活用されるものです。 

注）移動式水素ステーションは主にオフサイト型ですが、オンサイト型の場合もあります。

2.2.2 水素ステーションの構造

水素ステーションは、水素を FCVに供給するためのノズルを備えたディスペンサー（充

填機）、水素を蓄えておく蓄圧器、水素の製造原料から水素を作り出す水素製造装置、また

水素を適切な圧力に高める圧縮機、水素を冷却するプレクーラーなどから構成されます。 

なお、移動式では、これらを稼働させるための電源設備が必要になります。 

出典：岩谷産業㈱Ｗebサイト

（http://www.iwatani.co.jp/jpn/downloads/h2sta.html） 

図２.2-1水素ステーションの例

出典：日本移動式水素ステーションサービスＷebサイト 

（http://www.nimohyss.com/whats/） 

図２.2-2 移動式水素ステーションの例 
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圧縮機：水素を圧縮する設備です。

  蓄圧器：ＦＣＶに供給する水素を蓄える設備です。水素ステーションの構成によっては、蓄圧する圧

力が異なる蓄圧器を複数設置している場合があります。 

  プレクーラー：タンクに水素ガスを急速に充填すると温度が上昇するので、タンク温度が上がり過ぎ

ないように水素を冷却する設備です。 

ディスペンサー：水素をＦＣＶに充填する設備です。充填のためのノズルや操作盤がついており、安

全に水素が充填できるように工夫されています。 

出典：水素エネルギーナビＷebサイト（http://hydrogen-navi.jp/station/system.html）より作成 

図２.2-3 水素ステーションの構成

出典：一般社団法人水素供給利用技術協会（http://hysut.or.jp/information/pdf/FC6.pdf）に一部加筆

図２.2-4 移動式水素ステーションの構成

設置箇所の電源設備 
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2.2.3 水素ステーションの安全対策 

水素は、空気より軽く、すぐに拡散するため、密閉空間で一定の濃度になるなどの限定的

な条件でなければ、着火することはありません。ガソリンや都市ガスなどと同様に、適切に

管理することで安全に使えるものです。 

水素ステーションにおいては、このような水素の特徴を踏まえ、様々な安全対策（保安設

備）が施されています。水素の漏洩防止と早期検知、万が一漏れた場合の滞留防止や引火防

止、さらに火災時の影響軽減が安全対策の基本的な考え方です。 

出典：一般社団法人水素供給利用技術協会（http://hysut.or.jp/information/pdf/FC5.pdf）に一部加筆

図２.2-5 水素ステーションの安全対策

散水設備 

地震計 

防爆仕様の照明 

水素が滞留しない屋根 

散水設備 

ガス漏洩検知センサ、消火器 
火災検知センサ、アース 
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表２.2-2 水素ステーションの安全対策 

安全対策 

（保安設備） 
内 容 

ガス漏洩 

検知センサ 
ガス（水素）の漏えいを検知すると、水素ステーション

のすべての装置を安全に自動停止させます。水素貯蔵容

器、水素製造装置、圧縮機、蓄圧器（蓄ガスユニット）、

ディスペンサーなどに設置されています。 

消火器 水素貯蔵容器、水素製造装置には、消火器が設置されて

います。容器置場の障壁の内側ではなく、火災を発見し

た際に消火器を速やかに使用できる場所に設置されてい

ます。 

散水設備 蓄圧器には散水設備が設置されており、一定温度を超え

ると自動で蓄圧器を冷却します。敷地外の火災等の輻射

熱により、蓄圧器、移動式製造設備の容器等の温度が上

昇することを防止するための措置として、これらの温度

を常時監視し、水噴霧装置又は散水装置により温度を下

げる装置を設置されています。 

アース 静電気を逃がし引火を防止するためのアースが、ほとん

どの装置に設置されています。充填作業前に作業員が静

電気除去シートに触れて、静電気を取り除きます。 

火炎検知 

センサ 
水素貯蔵容器やディスペンサーには火炎検知センサーが

設置されています。水素の炎は透明で目に見えないた

め、万が一炎が発生した場合は、赤外線で炎の熱を検知

し、水素ステーションの全装置を自動停止させます。 

地震計 地震が発生すると、加速度センサーが揺れを検知し、水

素ステーションのすべての装置を安全に自動停止させま

す。水素ステーションの全体をコントロールする制御盤

付近に設置されています。 

その他 
照明は火花の出にくい「防爆仕様」です。 

充填機の屋根には、万が一水素が漏えいしたときに滞留

しないような構造となっています。 

出典：水素エネルギーナビＷebサイト（http://hydrogen-navi.jp/station/safety.html） 

経済産業省Webサイト「平成27年度経済産業省委託 高圧ガス保安法圧縮水素スタンド技術基準

解説」（平成28年3月版 高圧ガス保安協会）

（http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000123.pdf）
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2.3 国、北海道の動き 

2.3.1 国の動き 

(1) 水素・燃料電池戦略ロードマップについて 

国は、平成26年４月にエネルギー基本計画を策定し、水素社会の実現に向けた取組

を加速することとしており、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、水素社会実現に

向けた対応の方向性と各フェーズにおける課題と取組が示されました。 

燃料電池自動車は、定置用燃料電池※1とともに水素利用の飛躍的拡大を図るフェーズ

１に位置付けられており、2020 年頃には４万台程度まで普及を進めるとされています。 

水素需要の拡大、価格低下を見据え、フェーズ２では水素発電、大規模な水素供給シ

ステムを確立し、フェーズ3ではCCSや再エネ等を活用したCO２フリー水素の製造、

輸送、貯蔵を本格化させるものとなっています。 

(2) 燃料電池自動車、水素ステーション導入支援について 

 1）燃料電池自動車導入への支援について 

燃料電池自動車の導入に当たっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助

金補助事業」において、平成28年度は、1台当たり約200万円を補助しています。 

この補助制度は、平成 26 年 12 月にＦＣＶが市販開始された時より実施されており、

国内では、平成27年度末時点で632台※２普及しています。 

 2）水素ステーション設置、運営への支援について 

水素ステーションについては、定置式のオフサイト型で、整備費が約４億円、運営費が

約5千万円／年とされており、国が整備費の約１／２、運営費の２／３を補助し、自動

車メーカーがハイサット※３を窓口として、運営費の1／3を補助しています（それぞれ

上限額あり）。平成25年度の制度開始以来、水素ステーションは、首都圏、中京圏、関

西圏、北部九州圏の四大都市圏を中心に平成28年 9月現在、78箇所（計画中含めると

93箇所）※４が稼働しています。 
※1）定置用燃料電池：水素を燃料して電気と熱を発生させるもので、家庭用燃料電池（エネファーム）と、より規模

の大きな業務・産業用燃料電池がある。 
※2）出典：「自検協統計 自動車保有車両数 平成28年３月現在」一般財団法人 自動車検査登録情報協会より 
※3）ハイサット：一般社団法人水素供給利用技術協会の略称。エネルギー会社、自動車会社、プラント・エンジニア

リング会社、水素ステーション運営会社等からなる。
※4）出典：「燃料電池自動車実用化協議会」ホームページより（http://fccj.jp/hystation/） 

出典：「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（平成26年6月策定、平成28年3月改訂）より 
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2.3.2 道の動き 

北海道は、道内の水素の利活用のあり方を示す「北海道水素社会実現戦略ビジョン」

を平成28年1月に策定し、ビジョンに基づく具体的な取組を着実に推進するため、「水

素サプライチェーン※1構築ロードマップ」を策定しました。 

そのロードマップでは、水素サプライチェーン構築・展開を3段階に分けています。 

・大消費地を中心に、エネファ

ームとＦＣＶの導入促進 

・地産地消を基本としたサプラ

イチェーンの実証

・実証を踏まえた地産地消を基本とし

た水素サプライチェーン広域展開 

・実証を踏まえたモデルの他地域への

水平展開

・再生可能エネルギー由来水素の全

道的なサプライチェーンの構築 

・製造される水素に余剰がある場合

は、道外にも供給

出典：「水素サプライチェーン構築ロードマップ」（平成28年7月北海道） 

この STEP1においては、大消費地を中心とした家庭用燃料電池（エネファーム）※2

や FCVの導入・拡大が位置づけられており、大消費地である札幌におけるＦＣＶの導

入・普及は、道内展開を図るためにも必要となります。 

また、STEP2から STEP3にかけての2030年には、ストックベースでＦＣＶ

9,000台程度を目指す水準としています。 

STEP1：2016～2020年頃 STEP2：～2030年頃 STEP3：～2040年頃 

※1）水素サプライチェーン：水素を製造、貯蔵・供給、輸送し、燃料電池自動車や燃料電池等で利用するまでの
一連の流れ 

※2）家庭用燃料電池（エネファーム）：家庭用燃料電池の共通ブランド名。都市ガスや LP ガスから取り出した
水素と空気中の酸素との化学反応により発電し、さらに、発電の際に発
生する熱を給湯に利用するエネルギー効率の高いシステム 
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2.４ 道内における取組 

2.4.1 水素ステーションやＦＣＶの導入 

室蘭市においては、「室蘭グリーンエネルギータウン構想」を策定して、水素利用社会の

構築に向けたインフラ整備等の取組を進めており、平成28年３月には、道内では初めてと

なる移動式水素ステーション１基と FCV１台を公用車として導入しています。 

また、室蘭市では本州へのフェリー航路の就航が予定されていることから、フェリー航路

の活用等により、FCVによる本州間への移動がより容易になります。 

さらに、札幌市内に水素ステーションを整備することで、FCVによる札幌－室蘭間の移

動が容易になり、道内における FCVの利便性を大きく向上させることができます。 

2.4.2 札幌圏における取組 

石狩市においては、石狩湾新港地域の港湾機能や、集積が急速に進むエネルギー関連産業

の適地であること等の背景から、平成28年 8月に、水素関連産業の集積等を目指した戦

略を策定することを目的とした「石狩市水素戦略研究会」が設立されました。 

本市に隣接する石狩市が、水素製造や流通の拠点となることは、本市を含む札幌圏の将来

的な水素需要の増大にも対応できる可能性があります。 

そのため、今後も連携を密にしながら、水素需要と供給力の増大を図り、水素の利活用を

進めていく必要があります。 

2.4.3 再生可能エネルギーを活用した取組 

道内では、豊富な再生可能エネルギーを活かした実証事業が行われており、現在、表に示

す場所で実施されています。 

 これらの実証事業を経て、今後、再エネ水素の製造・利用が進むことにより、道内各地に

水素ステーションの設置が広がることが期待されます。 

表 2.4-1 道内の再エネ水素実証事業 

場 所 実証事業の概要 期 間 

鹿追町 
畜産系バイオガスからの水素製造・利用実証事業 

(環境省事業)  

平成 27(2015)年

度～31(2019)年度 

白糠町・釧路市 
小水力発電の電力からの水素製造・利用実証事業 

(環境省事業) 

平成 27(2015)年

度～31(2019)年度 

苫前町 
風力発電の電力からの水素製造・利用実証事業

(NEDO※事業) 

平成 27(2015)年

度～29(2017)年度 

室蘭市 
再エネ水素と排ガスＣＯ２によるメタン合成等 

(NEDO事業) 

平成 28(2016)年

度～29(2017)年度 

稚内市 
協調制御を用いた再エネ電力の最大有効活用技術 

(NEDO事業) 

平成 28(2016)年

度～29(2017)年度 

※）ＮＥＤＯ：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称 
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2.5 札幌市の現状と課題 

２.5.1 運輸部門における温暖化対策

(1) 運輸部門におけるCO2排出量 

札幌市内におけるCO２排出量のうち、主に自動車由来と

なる運輸部門※1は、全体の約20％を占めています。 

そのため、よりＣＯ２排出量の少ない次世代自動車の普及

促進等、民生家庭部門※1、民生業務部門※1と併せて重点的に

対策が必要な部門となっています。 

(2) 次世代自動車の普及状況と目標

札幌市では、運輸部門の温暖化対策として、平成23年度より次世代自動車への補助

制度を運用しています。 

補助額や補助対象等、毎年度、効果的な補助となるように見直しを行っておりますが、

制度開始前の平成22年度末には、図2.5-2のとおり、札幌市内の次世代自動車台数は

約２万台でしたが、平成26年度末では約７万台へと、４年間で３倍以上に増えていま

す。 

また、近年では、温暖化対策推進計画の目標達成へ向け、年間１万5千台以上のペー

スで順調に増加しております。 

その内訳としては、現状は主にハイブリッド自動車が全体の7割、クリーンディーゼ

ル自動車※2が全体の3割と、この2種が中心となっています。 

燃料電池自動車については、電気自動車同様、利用段階でCO2を排出しない自動車で

あることから、将来の次世代自動車の中心としていくためにも普及を進める必要があり

ます。 

排出量 1,307 万ｔ-CO２ 

（2014 年度速報値） 

図2.5-1 札幌市内のCO２排出割合 

図 2.5-2 札幌市内の次世代自動車台数
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札幌市温暖化対策推進計画目標値：31万台 
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※1）－部門別排出量－ 

【民生家庭部門】：家庭における燃料及び電力使用に伴う排出量（自動車は除く） 

【民生業務部門】：事務所・オフィスビル・店舗などにおける燃料及び電力使用に伴う排出量（自動車は除く） 

【運輸部門】：自動車（自家用、業務用車を含む）、鉄道、航空機における燃料及び電力使用に伴う排出量 

※2）クリーンディーゼル自動車：排出ガス規制に適応した粒子状物質(PM)や窒素酸化物（NOx）などの大気汚
染物質の排出が少ないディーゼル自動車。

図 2.5-3 次世代自動車台数の内訳 
（平成 26年度）

産業部門, 
5%

民生家庭

部門, 38%

民生業務

部門, 32%

運輸部門, 
21%

その他, 
3%

ハイブリッド自動車

（HV）67%

クリーンディーゼル

自動車（CDV）29%

天然ガス自動車

（NGV）2%

プラグインハイブリッド

車（PHV）1% 電気自動車（EV）1%

その他車両

0.003%

ハイブリッド自動車（HV）

クリーンディーゼル自動車（CDV）

天然ガス自動車（NGV）

プラグインハイブリッド車（PHV）

電気自動車（EV）

その他車両
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２.5.2 燃料電池自動車に対する市民等の意識 

 市民および市内事業者の燃料電池自動車の認知度、購入条件等を把握するため、アンケー

ト調査を実施しました（調査結果の詳細については、資料編の資料４を参照）。 

(1) 市民意識の調査結果概要

  ・燃料電池自動車については、「詳しく知っていた」、「大体知っていた」が約６割です

が、「知らなかった」も約４割あり、水素エネルギーやＦＣＶの認知度を高める必要

があります。 

・また、「燃料電池自動車の普及を進めるべきだと思う」という回答が約７割あり、Ｆ

ＣＶの必要性については一定の理解はされていますが、「わからない」も約３割あり、

ＦＣＶ普及の必要性について判断できる情報提供が必要です。 

図 2.5-4 ＦＣＶの認知度および普及を進めることへの理解 

・現在所有されている自動車の約９割はガソリン自動車です。 

・今後購入したいと思う自動車については、ハイブリッド自動車が最も多く３割以上を

占めており、次に多いのは、ガソリン車ですが、他の次世代自動車への購入意向も一

定割合存在しています。 

「燃料電池自動車についてご存知でしたか？」 「燃料電池自動車の普及を
進めるべきだと思いますか？」

「現在所有されている自動車のエンジンについて」 「今後購入したい自動車について」

詳しく知ってい

た

6.8%

だいたい知って

いた
54.7%

知らなかった
37.8%

無回答
0.6%

思う
66.9%

思わない
5.6%

わからない
26.7%

無回答
0.8%

ガソリン車
21.5%

クリーンディーゼ

ル車
5.1%

ハイブリッド車
31.9%

プラグイン・ハイ

ブリッド車
3.9%

電気自動車
4.9%

燃料電池自動車
5.3%

今後購入しない
23.7%

無回答
3.7%

ガソリン
87.4%

ディーゼル
3.1%

ハイブリッド
9.1%

プラグイン・ハ

イブリッド

0.4% 電気

0.1%

図2.5-5 自動車の所有状況と今後所有したい自動車

N = 2,074 N = 2,074 

N = 1,655 N = 2,061 
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 また、ＦＣＶ購入意向者とその他の回答の関連性について解析した結果を、図2.5-6、

図 2.5-7に示します。 

・FCVのことを「詳しく知っていた」、もしくは「だいたい知っていた」方々がFCV

の購入意向が高い傾向にあることから、普及啓発等で、より多くの方々に知って頂く

ことが、ＦＣＶの普及には重要です。 

図 2.5-6 ＦＣＶの認知度に応じたＦＣＶ購入意向解析結果 

・また、HVや PHV等の次世代自動車を保有している方々が、FCVの購入意向が高

い傾向にあることから、将来的なＦＣＶユーザー拡大のためには、次世代自動車への

乗換促進も有効と考えられます。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

詳しく知っていた

だいたい知っていた

知らなかった

無回答

①ガソリン車 ②クリーンディーゼル車
③ハイブリッド車（HV） ④プラグイン・ハイブリッド車（PHV）
⑤電気自動車（EV） ⑥燃料電池自動車（FCV）
⑦今後購入しない ⑧無回答

問２：今後、どのような種類の車を購入したいと思いますか？

問
４

燃
料
電
池
自
動
車
を
ご
存
知
で
し
た
か
？

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ガソリン

ディーゼル

ハイブリッド（HV）

プラグイン・ハイブリッド（PHV）

電気（EV）

無回答

①ガソリン車 ②クリーンディーゼル車
③ハイブリッド車（HV） ④プラグイン・ハイブリッド車（PHV）
⑤電気自動車（EV） ⑥燃料電池自動車（FCV）
⑦今後購入しない ⑧無回答

今後、どのような種類の車を購入したいと思いますか？

所
有
さ
れ
て
い
る
車
の
エ
ン
ジ
ン
の
種
類

① ② ③

④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

図2.5-7 所有別の車の種類に応じたＦＣＶ購入意向解析結果 

19



72.8%

71.8%

44.6%

20.8%

12.3%

10.3%

5.6%

3.6%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

排気ガス削減に有効

地球温暖化対策に有効

技術開発や普及にコストがかかる

災害時の非常用電源として有効

安全性に不安がある

産業の振興につながる

わからない、知らない

その他

(2) 市内事業者の調査結果概要

 FCVに対する印象を図2.5-8に示します。 

・燃料電池自動車に対する印象については、「地球温暖化対策に有効」や「排気ガス削

減に有効」といった回答の割合が高く、また、「安全性に不安がある」は低い結果でし

た。 

・市民同様、FCVには否定的な意見が少ない状況ですが、FCV導入にかかるコストへ

の懸念も4割以上の回答でした。 

図 2.5-8 燃料電池自動車に対する印象（複数回答） 

・燃料電池自動車購入の意向については、「条件が合えば購入したい」が50％以上と

最も多く、今後は、これらの回答社の「条件」に合致した環境を整備していくととも

に、「わからない」事業者への普及啓発が必要と考えられます。 

・また、ＦＣＶを購入する場合の優先条件においては、「車体の価格」、「水素ステーシ

ョンの数」、「水素の価格」の順に多く、ＦＣＶの購入支援、水素ステーションの整備

支援等、早期にＦＣＶ導入、普及を進め、ＦＣＶの価格低下、水素ステーション設置

数を誘導していくことが必要です。 

「燃料電池自動車を導入する場合の

条件で優先するものは？（3 つまで）」

83%

63%

51%

27%

23%

15%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

車体の価格

水素ステーションの数

水素の価格

最寄の水素ステーションまでの移動時間

安全性の確保

車種の充実

その他

今すぐにでも

購入したい。
0.2%

水素ステーショ

ンが市内に設

置された際は

購入したい。
1.4%

車両価格、燃

料価格、水素

ステーションの

設置状況等、

条件が合えば

購入したい。
55.9%

わからない
41.9%

無回答
0.7%

図2.5-9 燃料電池自動車の購入意向と購入する際の優先条件 

「燃料電池自動車購入の意向は

どの程度ありますか？」

N = 444 

N = 373 

N = 444 
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２.5.3 札幌市におけるこれまでの取組

 これまで、札幌市では FCVの認知度や理解度向上のため、FCVの展示会や試乗会によ

る普及啓発を行ってきました。 

(1) イベントでのＰＲ 

1) 環境広場さっぽろ

・ FCV コンセプトカー（ホンダ）の展示、FCXクラリティの試乗会を開催。 

   ・ ソーラー水素ステーション（実証試験）や FCVに関するパネル展示 

2)  世界冬の都市市長会議

  ・平成28年度は札幌市で開催され、ＦＣＶの試乗・展示会を開催し、世界の方々への

ＰＲを行いました。 

(2) ホームページでの情報発信 

・札幌市ＨＰにおいて、ＦＣＶや水素についての広報ページを作成し、水素エネルギー

やＦＣＶ普及の意義、札幌市の取組について紹介します。 

・また、今後新たな取組等が行われた際には、随時内容を更新していきます。 

ＦＣＶ試乗会 FCXクラリティ、FCV コンセプトカーの展示
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3.1 国の普及目標と北海道の目指す水準

3.１.１ 国のロードマップ 

経済産業省の水素燃料電池戦略協議会の「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（平成

26年 6月策定、平成28年 3月改訂）では、2020年頃までには FCVの普及台数を

４万台程度と掲げています。さらに、2025年頃までには20万台程度、2030年頃ま

でには80万台程度の普及を目指しています。2025年頃までには FCVの普及台数（需

要）と水素ステーション整備数（供給）のバランスが取れると予想し、車両の導入支援、

技術開発、水素サプライチェーンの構築に、国が重点的に関与していくとされています。 

出典：経済産業省 「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版」（平成28年３月）より 

（http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160322009/20160322009.html） 

図 3.１-１ 国の水素・燃料電池戦略ロードマップの概要 

3.１.２ 北海道水素サプライチェーン構築ロードマップ 

北海道のロードマップでは、国が目標に掲げる水準を参考として、以下の通りの普及を

目指すとしています。 

○ＦＣＶ 

 2030年に9,000台程度（ストックベース） 

これは、ＦＣＶや水素ステーションは 4 大都市圏において先行している状況を踏まえ、

国のロードマップの2025年目標である20万台のうち、道内の自動車保有割合程度の

台数（4.6％）を、2030年までに普及することを目指すものです。 

車両の導入支援 

車両の低コスト化・高耐久化・燃費向上等の技術開発 

2015年頃 2020年頃 20３0年頃 

［燃料電池自動車普及台数］ ［４万台程度］ ［20万台程度］

202５年頃 

［８0万台程度］ 

地域と連携した水素サプライチェーン構築実証 

燃料電池自動車の自律的な普及拡大

［160箇所程度］ ［320箇所程度］
FCV普及台数に 
合わせた整備数 

［水素ステーション整備数］

３．普及目標と取組 
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3.2 燃料電池自動車および水素ステーションの普及目標 

3.2.1 ＦＣＶ 

(1) ＦＣＶの普及目標 

 札幌市のＦＣＶの普及目標は、道のロードマップに示された目指す水準（2030年にス

トックベースで9,000台程度）を参考に、表3.2-1のとおり設定します。 

 これは、道内における札幌の乗用車保有台数が約30％（札幌市内約84万台／道内約

277万台）であることを踏まえ、設定したものです。 

 なお、2030（H42）年度の普及目標へ向けた短期目標については、市内に水素ステー

ションが整備された後、導入見込等踏まえて検討することとします。 

表 3.2-1 札幌市のＦＣＶの普及目標 

目標年度 普及台数（累計台数） 

2030（Ｈ42）年度 3,000台 

3.2.2 水素ステーション  

(1) 水素ステーションの整備目標 

 札幌市の水素ステーションの整備目標は、水素ステーションの稼働率や自立化を考慮し、

表3.2-2のとおり設定します。 

表 3.2-2 札幌市の水素ステーションの整備目標 

目標年度 箇所数 

2030（Ｈ42）年度 4箇所以上 

また、本計画における目標年度は2030（Ｈ42）年度ですが、同年度におけるＦＣＶ

普及目標を達成するためには、早期に１箇所目の水素ステーションを整備し、ＦＣＶへの

燃料補給体制を市内で構築する必要があります。 

 そこで、2030（Ｈ42）年度の整備目標達成に向け、短期的には、以下の手順で水素

ステーションの整備を目指します。 

 ・2019（Ｈ31）年度までに１箇所 ⇒ ・2024（Ｈ36）年度までに2箇所 
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(2) 水素ステーションの整備目標の考え方 

 国では、水素ステーションの整備費、運営費の補助を行っておりますが、さらなる普及

のためには、これらの低コスト化が必要であることから、さまざまな規制緩和を行ってき

ており、今後も低コスト化に向けた検討が進められる予定です。 

 一方、FCVが本格的に普及していくためには、水素ステーションがビジネスとして自

立化することが必要です。水素ステーションが自立化するためには、稼働率が 70％程度、

ステーション1箇所当たり約900台のＦＣＶが必要とされています（※）。 

 そのため、3,000台のＦＣＶに対して自立化が可能な水素ステーション数は、以下の

とおりとなりますが、ユーザーの利便性や小規模ステーションの設置等も考慮し「４箇所

以上」とします。 

  ・3,000（台）／900（台・箇所）＝3.3箇所 

 ただし、3,000台は本格普及への入口であり、2030年以降の本格普及に向けたユー

ザー利便性の向上を図るためには、道内全域の移動が可能となるように、北海道や他自治

体と連携して道内各地での水素ステーションの整備の展開を進めていく必要があります。 

（※）出典：経済産業省「第６回 水素・燃料電池戦略協議会 事務局提出資料」（平成28年２月17日） 

(3) 水素ステーションの整備配置の考え方 

ＦＣＶ普及にはインフラ整備を並行して進めていく必要がありますが、利便性等も考慮

した配置が必要です。 

そこで、必要な水素ステーションの配置は、以下の考え方を基に検討を行う予定です。 

① 水素ステーションまでの到達時間（アンケート調査） 

 ② 交通量調査（交通センサス※等）を参考とします。 

③ ①および②を基に、市内で4箇所以上の水素ステーションを整備する際の配置案を

検討します。 

※）交通センサス：国土交通省が主体となって定期的に実施している、道路交通に関する全国規模の調査
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(4) 札幌市内における水素ステーションの配置検討 

 1) アンケート調査  

 水素ステーションまでの移動時間についてのアンケート調査結果（水素ＳＴまでの移

動時間について）を図3.2-1に示します。 

 燃料電池自動車の購入を検討するためには、水素ステーションまでの移動時間は10

分以内が最も多い回答でした。次いで、15分以内、5分以内です。 

 移動時間を距離に換算しますと、札幌市内を 40km/h の速度で走行するとした場合、

10分以内は7km前後の範囲、15分以内は10kmの範囲と想定されます。 

図 3.2-1 アンケート調査結果（水素ＳＴまでの移動時間について） 

市 民 事業者 

14.9%

37.4%
20.4%

6.1%

6.5%

0.9% 11.7%

2.1%

14.0%

36.0%

18.0%

4.7%

10.7%

1.6% 13.8%

1.3%
5分以内

10分以内

15分以内

20分以内

30分以内

1時間以内

購入しない

無回答N = 2,072 N = 450 
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 2) 道路の状況 

(a) 骨格道路交通ネットワーク 

 札幌市内の骨格道路網図を図3.2-2に示します。 

 札幌市の中心部を囲むように環状道路が2つあり、その環状道路を中心として放射

道路が東西南北に広がっています。 

 2 つの環状道路のうち、内側の環状道路内には高次機能交流拠点が3つ、地域交流

拠点3つ、札幌市の中心と言える札幌駅があり、内側の環状道路内は交通の要衝地域

と考えられます。 

出典：「札幌市総合交通計画」（平成24年1月札幌市） 

【凡例の語句説明】 

・高次機能交流拠点：活力ある産業の育成や豊かな都市文化の醸成などのため、それら

を先導する高次な都市機能が集積する拠点 

・地域交流拠点:：再開発や地下鉄駅始発駅の重点的整備等、地下鉄駅周辺の機能向上促

進の拠点。 

図 3.2-2 骨格道路網図

出典：「まちづくり戦略ビジョン（戦略編）」

（平成25年10月）札幌市 
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 (b) 札幌市内の交通量 

 札幌市内の主要道路の交通量の状況を図3.2-3に示します。 

 交通量調査結果から、昼間12時間（７～19時）で交通量の多い道路を抽出しまし

た。 

 市街化区域内を網目状に道路が通っており、札幌駅を中心とした2つの環状道路が

あり、その環状道路を中心にして放射状に道路が広がっています。 

 札幌市の市街地では、内側の環状道路内の交通量が多く、次いで外側の環状道路の札

幌新道（国道5号線、国道274号線）、北方面へ延びる放射道路である国道231号

線の交通量が多くなっています。 

 札幌市街地全体では、北東側の道路の交通量が多い傾向がみられます。 

出典：「平成27年度交通量調査集計結果表」（平成28年3月札幌市交通計画部） 

   「平成22年度道路交通センサス」（国土交通省）  

図 3.2-3 札幌市内の主要道路の交通量の状況
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 3) 札幌市内における水素ステーションの配置検討  

前項で記載したアンケート調査結果及び道路の状況を次のように整理しました。 

① アンケート調査結果では、水素ステーションまでの移動時間は10分以内

（7km前後）が最も多い回答でした。 

② 2つの環状道路のうち、内側の環状道路内には高次機能交流拠点が3つ、地域

交流拠点3つ、札幌市の中心と言える札幌駅があり、内側の環状通内は交通の要

衝地域と考えられます。 

③ 札幌市の市街地では内側の環状道路内の交通量が多く、札幌市街地全体では北東

側の道路の交通量が多い傾向がみられます。 

以上より、2030年度において４箇所以上の水素ステーションを設置した場合の設

置エリアを検討したものが図3.2-4です。各エリアの状況を以下に示します。 

・Ａ：上記①および②のとおり、交通の要衝地域であり、事業所も多いエリアです。 

・Ｂ：市街地からは創成川通、さらには札幌新道へと市中心部からの幹線道路網が整

備されているエリアです。 

・Ｃ：国道12号や南郷通、国道36号等、エリアＢ同様市中心部からの幹線道路網

が整備されているエリアです。 

・Ｄ、Ｅ：交通量や幹線道路は、他エリアより少ないですが、札幌新道等が通過して

いるエリアとなります。 

なお、本検討は、交通量等からの検討を行ったものであり、実際の設置個所やＦＣＶ

の普及状況から必要に応じて見直すこととします。 

図 3.2-4 水素ステーションの設置個所検討図 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 
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3.3 普及促進のための取組方針及び支援策 

3.3.1 ＦＣＶ  

 ＦＣＶ普及促進に向けた取組方針と検討すべき支援策等については、表3.3-1のとおり

とします。 

 なお、下記以外にも他都市の事例を参考に、実施可能な施策について検討いたします。 

表 3.3-1 ＦＣＶ普及の取組方針と検討すべき支援策等 

取組方針 検討すべき支援策等 

＜意識の醸成＞
ＦＣＶや水素エネルギーに係る市民、事業

者のニーズを把握し、ＦＣＶや水素に係る普
及啓発活動を通して意識の醸成を図る。 

FCV 等の市民向け説明会や FCV 展示・
試乗会、イベント時の電源活用等によっ
て認知度向上を図り、また、さまざまな
広報媒体を活用し、水素ステーションに
おける安全対策等についても、普及啓発
を行う。 

＜ＰＲ効果を考慮した導入＞

市民の目に触れる機会を創出するため、市

の公用車として率先導入するとともに、自動

車利用の頻度、ＰＲ効果等の観点から事業者

へのＦＣＶ導入を重点的に働きかけ。 

事業者等と連携し、市民等への効果的な
ＰＲが行える活用方法を検討する。 

＜ＦＣＶ購入補助制度＞

他の次世代自動車同様、ＦＣＶは、通常車

両よりも高額であるため、国補助に加え、価

格差の一部を補助する制度を設ける。 

現在の「札幌市次世代自動車補助制度」
において実施できるよう、補助額等の制
度内容を検討する。 
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(1) 意識の醸成 

1) イベント等でのPR ：継続 

・札幌市が主催する環境イベント等において、自動

車メーカーや自動車販売店等の協力のもと、FCV

の展示会及び試乗会や、水素、燃料電池に関する

展示を行い、水素エネルギーの可能性の広がりを

市民等に肌で感じてもらえるものとします。 

・また、FCVの特長のひとつである外部給

電機能をPRできる場や災害時への取組等

について、他都市の事例を参考に検討いた

します。 

2) 説明会等の開催 ：新規

・イベント等におけるPRに加え、水素、ＦＣＶについて「知る」ことに重点を置いた、

市民向けの説明会、試乗会の開催を検討します。 

・また、水素は正しく管理すれば安全なエネルギーであることを理解いただくため、水素

ステーションの事例や安全対策についても紹介していきます。 

★★燃料電池実験教室★★ 
電気分解実験をやりながら燃料電池の発電の仕組みを学ぶ教室です。
実験ではＬＥＤを発光したりオルゴールを鳴らしたりしていました。

参加者には燃料電池実験キットのプレゼントも行っています。 
出典：「環境広場2016」（平成28年8月札幌市） 

図 3.3-1 「環境広場さっぽろ2016」 

の体験教室の例

図3.3-3 FCVによる交通信号機 
への点灯訓練の例

 宮城県が警察署と合同で、停電で交通信号
機が停止したとの想定で、FCVから交通信
号機への電源供給訓練を行っています。 
出典：宮城県Webサイト

（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/fc

v-case.html）出典：「水素・燃料電池戦略協議会ワーキンググル

ープ（第3回）配布資料2燃料電池自動車

について」（平成26年3月資源エネルギ

ー庁燃料電池推進室） 

  図 3.3-2 FCVの外部給電能力
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(2) ＰＲ効果を兼ねた導入：新規 

・FCV導入初期は、ＦＣＶ台数が少ないことから、普及啓発も兼ねて市内を走行し、多

くの市民の方々の目に触れる機会を創る必要があります。 

・そのため、市の公用車として率先導入を行い、市の各種イベント等での活用を図ります。 

・また、走行の機会が多いと考えられる事業者への導入を重点的に働きかけることとし、

ＨＰ等の札幌市広報媒体を活用し、ＦＣＶ導入企業の活動等を紹介します。 

表 3.3-2 企業紹介ＨＰフォーマット案 

企業名 ○○○○株式会社

所在地 札幌市中央区北○条西○丁目○○

ＦＣＶ導入の動機
　環境にやさしいクリーンエネルギーである水素を活用した自動車であり、
当社の環境活動の理念にも合致しているため導入を決めました。

感想
　乗り心地は静かで快適であり、乗車した従業員の評価はよく、また、環境
に貢献しているという意識が向上していると感じています。

企業ＰＲ
　○○○○株式会社は、〇〇〇を製造、販売する企業で日ごろから地域のた
めに○○活動を実施しています。また、温室効果ガス排出量を削減するため
の活動・取組を積極的に行っています。

お客様へも当社のＦＣＶをご覧いただき、ＦＣＶを少しでも多くの方に知っ
てもらうように努めております。

導入したＦＣＶ
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(3) ＦＣＶ購入補助制度：レベルアップ 

・FCVは、現在、国の補助が約200万円ですが、車両価格が700万円以上する自動

車であることから、購入を促進するための補助制度が必要となります。 

・札幌市では、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等を対象とした次世代自動

車補助制度による導入支援を行っており、同制度においても FCVを対象とすること

や、他都市の事例等を参考に、導入促進できる補助額等を検討いたします。 

表 3.3-3 主な自治体における FCV導入支援策 

自治体名 
補助対象 

FCV導入の補助額 
個人 一般事業者 リース事業者 

さいたま市 ○ ○ ○ 50万円 

戸田市 ○ ○ － 50万円 

横浜市 ○ ○ ○ 上限50万円 

相模原市 ○ ○ ○ 50万円 

海老名市 ○ ○ － 40万円 

岡崎市 ○ ○ － 30万円 

豊橋市 ○ ○ ○ 上限20万円 

刈谷市 ○ ○ － 個人：上限50万円、事業者：上限40万円 

田原市 ○ ○ － 本体価格の5%（最大20万円） 

稲沢市 ○ ○ － 上限25万円 

芦屋市 ○ ○ － 本体価格の5%（上限10万円） 

神戸市 － ○ ○ 
通常車両価格との差額の1/6相当額 
(50.5万円～52.0 万円) 

周南市 ○ ○ ○ 本体価格と基準額との差額の1/3(上限100万円)

北九州市 － ○ ○ 
国の定めるクリーンエネルギー自動車等導入促進
対策費補助金額の1/2（上限100万円） 

注1）2016年度の各自治体予算に基づきます。 

注2）○は補助対象であることを示します。

(4) 他都市の事例 

他都市で実施されている支援策を参考に、今後、実施の可能性について検討いたします。 

1) 公設駐車場の割引制度や優先利用 

  ・次世代自動車への公設駐車場の割引や優先利用を行うものです。 

【神奈川県】県立施設有料駐車場の割引制度（EV・FCV認定カード） 

○県から交付される「EV・FCV 認定カー

ド」を持つ者を対象に、県立施設の一部有

料駐車場で 50%程度の料金割引を実施し

ます。 

○カード交付対象は、県内に住所を有してい

る個人、または県内に事務所もしくは事業

所を有する法人です。 

○割引が適用される駐車場は、県立病院や県

立公園駐車場など21箇所です。 
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【つくば市】市庁舎駐車場でのEV優先利用 

○環境に優しい自動車を利用する市民を応援するため、市庁舎入口に近い便利な場所

にEV優先スペースを設置します。 

○駐車可能な車種は、EV、PHV、FCVです。 

【山梨県】ＦＣＶユーザーへの特典付与 

○世界文化遺産・富士山への環境負荷低減と保全、及び FCV の普及促進のため、

FCV 普及初期において、県営富士山有料道路（スバルライン）の通行についての優

遇措置を行います。 

2) FCVのカーシェアリング 

・通常のレンタカーと同様に利用できる、有料カーシェアリング事業（レンタカー

事業）を行うものです。 

3) 商業施設等と協力した商品割引制度等 

・ＦＣＶユーザーへの優遇策を実施するＦＣＶパートナー企業を募集し、商品割引

や駐車場の割引等の優遇策を実施します。 

・商業施設やホテルがＦＣＶパートナーとなり、上記の優遇策を実施します。 

【京都市】有料カーシェアリング事業

○全国初の FCV を活用した本格的な有料カーシェアリング事業（レンタカー事業）で

す。 

○普通自動車免許がある人なら誰でも利用でき、料金は、市販ハイブリッド車のレン

タル料金に合わせ、最短の６時間で１台９千円、１日で１万３千円。最長７日間ま

で借りられます。 
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3.3.2 水素ステーション  

水素ステーションの設置促進に向けた取組方針と検討すべき支援策については、以下のと

おりとします。 

表 3.3-4 水素ステーション整備促進に向けた取組方針と支援策 

取組方針 検討すべき支援策等 

＜早期の水素ステーション整備と補助制度＞

ＦＣＶ普及を図るために不可欠な水素ステ

ーション早期整備のため、連携体制の構築や

市の補助制度の創設。 

国、北海道、経済団体、民間事業者等と
の連携を進めるとともに水素ステーショ
ン設置補助制度や市有地活用の検討。 

＜水素製造拠点＞ 

水素製造拠点の市内または近郊への誘致。 

札幌市内での必要な水素ステーション数
を示し、ＦＣＶ普及とともに必要となる
水素製造拠点の誘致。 

＜再エネ水素の活用＞ 

再エネ水素の導入、活用に向けた各関係機

関との調整、必要な支援策を検討。 

再エネ水素活用の実証試験等への協力・
調整、札幌市の水素ステーション補助に
ついては、再エネ水素の活用（将来的な
活用含む）を条件とする等を検討。 

(1) 早期の水素ステーション整備と補助制度：新規 

1) 国の支援を活用できる体制作り 

 ・宮城県仙台市内で水素ステーションの国補助が認定される等（平成28年４月交付決

定）、４大都市圏以外においても水素ステーション設置の動きが始まっています。 

 ・大都市である札幌においても、関係機関と連携し、国の支援を活用できる体制づくり

を進めます。 

2) 水素ステーション設置補助制度 

・自治体における水素ステーション整備・運営支援策を表3.3-5に示します。 

・水素ステーションは、設置費、運営費が高額であることや、相当期間、FCVの台数

が少ないことから、ビジネスとして自立化することが困難なものとなります。 

・そのため、札幌市においても、早期に１箇所目の水素ステーションの整備が行えるよ

う、国及び道の動きを踏まえながら、水素ステーションの整備等に係る補助制度を創

設します。 

 ・また、一般に、水素ステーション向けの用地取得は容易でないため、用地提供は効果

的な支援策であると考えられることから、必要に応じて市有地の活用も検討します。 

・FCVの普及を促進させるためには、普及状況に応じて、2024年までには、２箇所

目以降の水素ステーション整備を目指しますが、その際も、札幌市内においては、水

素ステーションが自立化できる状況にはないと考えられるため、必要となる支援策に

ついて検討していきます。 
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表3.3-5 主な自治体における水素ステーション整備・運営支援策 

自治体名 支援内容 

さいたま市 ・国の支援に加え、整備費を支援（最大0.9億円） 

横浜市 ・水素ステーションの整備費を支援（上限0.7 億円） 

相模原市 ・水素ステーション事業者に用地を提供 

神戸市 ・整備費補助（0.5 億円） 

安城市 ・補助対象設備に係る愛知県補助要綱に基づく補助金の1/2（上限0.75億円） 

鈴鹿市 
・施設設置奨励金（前年度の固定資産税相当額を5年間） 

・設置用地取得助成金（用地取得費の5%、上限0.1 億円） 

高松市 ・（事業費－国補助額）×1/6（上限0.15億円） 

周南市 

・ステーション含めた水素関連事業に係る固定資産税相当額のキャッシュバック

（大企業で最大3億円 2年間 中小企業で最大1億円 3年間） 

・市有地を無償貸与 

  注）2015年度、2016年度の各自治体予算に基づきます。 

(2) 水素製造拠点の誘致：新規 

・道内で水素を外販している事業所は少ない状況です。 

・そのため、将来的にＦＣＶの普及による水素需要が増大した場合には、新たな水素製

造拠点が必要となるため、再生可能エネルギー由来の水素を含め、より低炭素な方法

による水素調達方法を検討いたします。 

・また、札幌市内だけではなく、北海道や道内市町村との連携による、近隣市町村への

誘致についても検討していきます。 

 (3) 再エネ水素の活用 ：新規 

・水素エネルギー普及の意義のひとつに、利用段階でＣＯ２を排出しないことから、再

エネ等で製造することで、大幅なＣＯ２削減が期待できるということがあります。 

・再エネ水素については、製造量や製造コスト等、克服すべき課題はありますが、道内

では数か所での実証事業も実施されています（Ｐ16参照）。 

・実証事業において、札幌への再エネ水素の輸送、利用試験への協力等、札幌市内での

再エネ水素活用の導入方法について検討していきます。 

・また、札幌市が水素ステーション設置補助を行う場合には、再エネ水素の一部活用を

条件にすること等、再エネ水素の利用を誘導する方策を検討していきます。 
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4.1 計画の推進体制

 本計画は、国、北海道、道内市町村の行政機関や、自動車メーカー、販売店、水素関係事

業者等と連携を図りながら推進します。 

 具体的には、「北海道水素地域づくりプラットフォーム」や「北海道水素イノベーション

推進会議」などの国や北海道が開催する会議への参加等により、情報交換を行うとともに、

企業等と協力しながら、市民、市内事業者への情報提供を実施することとします。 

 また、本計画は、燃料電池自動車に特化して普及促進を図るものですが、燃料となる水素

エネルギーの利活用は多岐にわたるものです。 

 そのため、本市のまちづくり担当部局等とも連携し、水素エネルギーの導入、普及に向け

た検討をともに進めます。 

4.2 進行管理

 本計画は、「札幌市温暖化対策推進計画」における運輸部門のリーディングプロジェク

トのひとつとして、燃料電池自動車の普及に向けた取組の方向性を示したものです。 

 したがって、本計画の進行管理は、「札幌市温暖化対策推進計画」の進捗状況の分析、

評価を報告し、意見・提案を受けている札幌市環境審議会等の中で行うこととします。 

 また、「札幌市温暖化対策推進計画」の見直しを行う際には、本計画についても、水素

社会の形成に関する国のエネルギー政策の動向や社会経済情勢も踏まえながら、水素ステ

ーションの整備、FCVの普及状況に応じて、見直しの必要性を検討することとします。 

４．計画の推進体制と進行管理 
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